
海陽町迷惑電話防止機能付電話機等購入補助金交付要綱 
 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、高齢者に対する特殊詐欺及び悪質な電話勧誘販売による消費者被害

等を未然に防止するため、迷惑電話防止機能付電話機等（以下「迷惑電話防止機器」とい

う。）の購入に要する費用の一部を予算の範囲内において補助することに関し、海陽町補

助金交付規則（平成 18 年海陽町規則第 33 号。以下「規則」という。）に定めるもののほ

か、必要な事項を定めるものとする。 

 

（補助対象者） 

第２条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

（１）本町に居住し、かつ、本町の住民基本台帳に記載されている 65 歳以上の者及び身

体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の規定により交付され

た身体障害者手帳、療育手帳制度要綱（昭和４８年９月２７日厚生省発児第１５６号

厚生事務次官通知）の規定により交付された療育手帳又は精神保健及び精神障害者

福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条第２項の規定により交付さ

れた精神障害者保健福祉手帳を保有する者 

（２）迷惑電話防止機器を購入した者 

（３）町税を滞納していない者 

 

（補助対象機器） 

第３条 補助金の交付の対象となる迷惑電話防止機器は、公益財団法人全国防犯協会連合

会が推奨する「優良迷惑電話防止機器（優良防犯電話）」のうち、次の各号のいずれかに

該当するものとする。 

（１）自動応答録音機能付きの固定電話（FAX 機能付きを除く。） 

（２）固定電話に外部接続可能な自動応答録音機能を有する機器 

２ 補助の交付の対象となる迷惑電話防止機器は、1 世帯につき 1 台に限るものとする。 

 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（消費税及び地方消費税を含む。以下「補助対象経

費」という。）は、迷惑電話防止機器の購入に要する費用（附属品等の追加購入に要する

費用を除く。）とする。ただし、通信販売による購入でないものとする。 

 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費の 2 分の 1 以内の額（100 円未満の端数があるとき

は、これを切り捨てた額）とし、1 万円を上限とする。 

 



（補助金の交付申請等） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、購入日から起算

して 3 月以内又は当該年度の 1 月 31 日のいずれか早い期日までに、海陽町迷惑電話防止

機能付電話機等購入補助金交付申請書兼請求書（様式第 1 号）に次に掲げる書類を添え

て、町長に提出しなければならない。 

（１）領収書の写し（申請者の氏名及び購入日、購入品目等が明記されているもの） 

（２）購入した迷惑電話防止機器の機能を確認することができるカタログ又は取扱説明

書の写し 

（３）保証書の写し 

 （４）申請者が 65 歳未満の場合は、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉

手帳の写し 

（５）その他町長が必要と認める書類 

２ 前項の規定による交付申請書兼請求書の提出を受けたときは、規則第 12 条の規定によ

る実績報告があったものとみなす。 

 

（補助金の交付決定等） 

第７条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付

の可否を決定し、海陽町迷惑電話防止機能付電話機等購入補助金交付（不交付）決定通知

書（様式第 2 号）により、申請者に通知するものとする。 

２ 前項の規定により補助金の交付を決定したときは、規則第 13 条の規定による補助金の

額の確定があったものとみなす。この場合において、補助金の額の通知については、同項

の規定による通知をもってされたものとする。 

 

（財産の処分の制限） 

第８条 前条の規定による通知に係る迷惑電話防止機器については、減価償却資産の耐用

年数等に関する省令（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）に定められている耐用年数に相当す

る期間（同令に定めがない場合については町長が別に定める期間）内において、町長の承

認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、廃棄

し、又は担保に供してはならない。 

２ 町長の承認を受けて迷惑電話防止機器を処分したことにより収入があったときは、町

長は、その収入額の全部又は一部を町に納付させることができる。 

 

（検査等） 

第９条 町長は、必要があると認めるときは、第 7 条第１項の規定により補助金の交付決

定を受けた者（以下「交付決定者」という。）に対し、補助金の交付に関し必要な事項に

ついて報告を求め、検査し、又は指示することができる。 

２ 交付決定者は、前項の規定により報告を求められた場合又は指示があった場合は、速や



かに町長の求めに応じなければならない。 

 

（交付決定の取消し又は返還） 

第 10 条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の

交付決定及び交付を取り消すものとし、交付確定金額の全部若しくは一部を取り消し、又

は既に支払われた補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。 

（１）偽りその他不正の手段により、補助金の交付決定又は交付を受けたとき。 

（２）関係法令等に違反したとき。 

（３）第 8 条の規定に違反したとき。 

（４）前 3 号に掲げるもののほか、規則及びこの要綱の規定に違反したとき。 

 

（その他） 

第 11 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

 

  附 則 

 この要綱は、令和６年６月１日から施行する。 


